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第６章 立地適正化計画 
 

都市計画マスタープランの実現性を高めるため、都市再生特別措置法により制度化された「立地適正化
計画」制度について、本市の特性を踏まえ、暮らしの場である既成市街地において、まちの顔として人を呼び
込みにぎわいを創出する場と安全・快適に居住できる場を計画的に誘導する手法として活用します。 

 
【参考】立地適正化計画制度とは（概要） 

○国において創設された「立地適正化計画」制度は、人口減少社会の到来に対応した「コンパクト＋ネッ
トワーク」の考え方に基づいて、居住機能（住宅）や都市機能（福祉、商業等）の適正な立地誘導
を図るものです。 

○立地適正化計画制度の活用にあたっては、将来の人口減少を見据え、一定の人口密度を維持するた
めに居住を誘導する区域（以下、「居住誘導区域」という）、また、都市生活に必要な都市機能
（福祉、商業等）を確保する区域（以下、「都市機能誘導区域」という）を定める必要があります。 

○「都市機能誘導区域」内で、市町村が定める誘導施設を整備する場合は、金融支援や税制上の特
例措置を受けることができる仕組みがあります。 

○「都市機能誘導区域」及び「居住誘導区域」の外の区域で、誘導施設の整備や一定規模の住宅開
発（３戸以上等）をする場合は事前の届出が必要になります。 

 
【区域設定のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※制度の詳細は「国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/)」内の立地適正化計画制度を 

ご参照ください。 

 

【立地適正化計画で目指す持続可能な都市の姿】 

第３次向日市都市計画マスタープランにおいて、都市計画の目標を「人が集う ふるさと向日」と定め
ており、立地適正化計画においてもこの目標を踏襲します。 

西日本一コンパクトな市という大きな特性を活かし、働く場、住む場、買物する場、楽しむ場（レクリ
エーション、歴史・文化、学習等）、創造の場など、人が集う様々な場が身近に確保されることで、住み
たい・住み続けたいと思えるまち、歩いて暮らせるまちを目指していきます。 

交通ネットワーク 



 

58 

第
６
章 

立
地
適
正
化
計
画 

１  都市機能誘導区域  
 

「中心にぎわいゾーン」及び「交流にぎわいゾーン」において、にぎわい創出に寄与する公共公益施設等の
確保を図るため、施設整備にあたって金融支援や税制上の特例措置などが受けられる「都市機能誘導区
域」を定めます。 

都市機能誘導区域は、将来都市構造において位置づけた「中心にぎわいゾーン」及び「交流にぎわいゾー
ン」内の商業系用途地域を中心に、公共施設が集積しているエリアや土地活用のポテンシャルを有する低未
利用地等を加え、下記の区域を定めます。 

 
【都市機能誘導区域】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市機能誘導区域 

ＪＲ向日町駅周辺地区 
第 1 種市街地再開発事業 
（誘導施策） 
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【誘導施設】 

誘導施設については、近年の子育て世代の転入超過に伴う保育需要に対応するため、保育所などの子
育て施設や、老朽化による建替えも検討される保健センター（子育て支援センター含む）、また、今後のさ
らなる高齢化などを見据え、診療所や日用品等の買い物の場として一定規模以上の商業施設を位置づけ
ます。 

 

種 別 誘導施設 詳 細 

子育て 

保育所 児童福祉法第 39 条第 1 項に規定する施設 

小規模保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 10 項に規定する事業を行う施設 

事業所内保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 12 項に規定する事業を行う施設 

認定こども園 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律第 2 条第 6 項に規定する施設 

子育て支援センター 児童福祉法第 6 条の 3 第 6 項に規定する事業を行う施設 

病児病後児保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 13 項に規定する事業を行う施設 

健康福祉 保健センター 母子保健法第 12 条第 1 項に規定する健康診査を行う施設 

医 療 診療所 
診療科目に内科、外科、小児科、産婦人科のいずれかを含む医療
法第 1 条の 5 第 2 項に規定する施設 

商 業 商業施設 
店舗面積 1,000 ㎡以上の施設（共同店舗、複合施設等含む） 
※店舗面積の定義は大規模小売店舗立地法による 
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2  居住誘導区域 
 
 
 

激甚化する水害等の災害に備えるとともに、住宅や工場の混在を防ぎ良好な居住環境の確保を目指し、
「市街化区域」のうち、次に定める区域を除く区域を「居住誘導区域」とします。 

 
○土砂災害特別警戒区域 
○向日市防災マップ（令和元年度版）の「小畑川ハザードマップ」において浸水深「1.0～3.0ｍ未満」

以上の区域及び家屋倒壊等氾濫想定区域、「桂川ハザードマップ」において浸水深「1.0～3.0ｍ未
満」以上の区域 

○東海道新幹線及び国道１７１号を含む工業地域 
○ＪＲ西日本吹田総合車両所京都支所（旧向日町操車場）敷地 

 
【居住誘導区域】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

居住誘導区域 

※ただし、土砂災害特別 

  警戒区域を除く 
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3  防災指針  
 

立地適正化計画に防災指針を定めることが規定され、居住や都市機能の立地誘導を図る上で、自然災
害から地域の安全性を確保するために必要となる指針です。 
【防災・減災に向けた課題】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・土砂災害警戒区域内への建築物の立地あり 

・一部、土砂災害特別警戒区域内に建築物の立地あり 

土砂 

・浸水深 0.5ｍ以上の住宅地あり 

・浸水深 3.0ｍとなる府道志水西向日停車場線 

のアンダーパスあり 

洪水 

・浸水深 0.5ｍ以上の住宅地あり 

洪水 

・市の中心拠点は浸水深 0.5ｍ以上となる 

・垂直避難が困難となる 

浸水深 3.0ｍ以上の箇所あり 

洪水 
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【具体的な取組とスケジュール】 

災害リスクの回避や低減につとめる取組方針、スケジュールを以下のように設定します。 

 具体的な取組 実施
主体 

短期 
(5 年) 

中期 
(10 年) 

長期 
(20 年) 

回避 届出制度による安全なエリアへの緩やかな居住誘導 市 
   

□
□
□
□
低
減
︵
□
□
□
︶ 

河川・水路施設等の整備 市 
   

水道管路の耐震化 市 
   

消防力の強化（消防装備充実） 市 
   

計画的な土地利用の推進 市 
   

空家等対策計画に基づいた空家等の適正管理の推進 市 
   

木造住宅の耐震診断、耐震改修の促進 市 
   

各家庭等における雨水貯留浸透施設整備への助成 市 
   

□
□
□
□
低
減
︵
□
□
□
︶ 

地域における避難所運営訓練の実施 
市 

町内会
自治会 

   

要支援者に対する避難支援体制の整備 
市 

町内会
自治会 

   

自治会・町内会の自主防災組織への 
自主防災用器具設置の推進 

市 
町内会
自治会 

   

災害備蓄物資の計画的な購入 市 
   

災害時支援協定 市 
   

デジタル防災マップの作成・配布 市 
   

桂川・小畑川氾濫時などにおける 
情報伝達体制の強化 市 

   

防災出前講座・出前授業の実施 市 
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4  目標値及び方針  
 
 

【人口密度等】 

居住誘導区域全体と居住誘導区域以外に分けて、人口減少の中でも、生活サービスやコミュニティを
継続的に確保する観点で、それぞれ将来の人口密度の目標値を設定します。 

内 容 現 状 目標年次・目標値 

居住誘導区域全体の人口密度 
（令和 6 年） 
116.7 人/ha 

（令和 11 年） 
116.7 人/ha 維持 

居住誘導区域以外の人口密度 
（令和 6 年） 

41.7 人/ha 
（令和 11 年） 

41.7 人/ha 以下 
 

【公共交通】 

    ＪＲ向日町駅における、東西自由通路の整備や駅周辺の市街地再開発事業に伴う乗降客数の目
標値を設定します。 

内 容 現 状 目標年次・目標値 

ＪＲ向日町駅乗降客数 
（令和 2 年） 
12,844 人/日 

（令和 9 年） 
14,500 人/日 

 
【財政状況等】 

市が保有する公共施設等の長寿命化を行うことで、中長期的な年更新費用を縮減していく観点から
設定します。 

内 容 現 状 目標年次・目標値 
公共施設等の長寿命化を実施した場合 
の効果額（年更新費用） 

31.0 億円/年 
（令和 28 年） 
10.8 億円/年 

 
【減災対応】 

地震・水害等による災害発生時の被害を最小限に抑え、より安全で持続可能な都市の実現を目指す
観点から設定します。 

内 容 現 状 目標年次・目標値 

防災出前講座・出前授業の 
実施回数・参加人数 

（令和 5 年） 
8 回・521 人 

（令和 11 年） 
50 回・3,500 人 
（R7～11 累計) 

水道管路の耐震化 
重要な管路（基幹管路）の耐震適合率 

（令和 5 年） 
32.8% 

（令和 10 年） 
60% 

 
【既存ストックの活用方針】 

空家等の実態を把握するとともに、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、所有者等に
対し、情報の提供、助言を行います。 
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5  届出制度  
 

都市再生特別措置法第88条または第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域の外または居住誘
導区域の外で一定の開発行為等を行う場合、及び都市機能誘導区域の内で誘導施設を休止等する場
合、これらの行為に着手する30日前までに、行為の種類や場所などについて、本市への届出が必要となります。 

 

【届出が必要となる行為】 

都
市
機
能
誘
導
区
域 

 都市機能誘導区域の外で、都市再生特別措置法に基づいて本市が定める誘導施設の
建築等を行おうとする次の行為 

   
 

開発行為 
○誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う 

開発行為 

 

建築行為 
○誘導施設を有する建築物の新築 
○建築物を改築し、または用途を変更して誘導施設を有する建築物

とする行為 

※都市機能誘導区域の内において、誘導施設の建築等をする場合、金融支援や税制上の特例措

置が受けられる可能性があります。一方、誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合、別途、

届出が必要となります。 

 
 

居
住
誘
導
区
域 

 

居住誘導区域の外で、一定規模以上の住宅の建築等を行おうとする次の行為 

   
 

開発行為 
○３戸以上の住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 
○住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が 

1,000 ㎡以上のもの 
 

建築行為 
○３戸以上の住宅を新築しようとする場合 
○建築物を改築し、または用途を変更して３戸以上の住宅とする場合 

 
 


